
様式第３号（第７条関係） 

パブリックコメント実施結果報告書 

1.案 の 名 称 
朝来市屋根付運動施設及び和田山中央文化公園再整備基本計

画（案） 

2.意見等の募集期間 令和７年12月17日（水）～令和８年１月16日（金） 

3.意見等の受付件数 １２件 

4.提出方法の内訳 

【人（団体）数】 

郵便 ファクシミリ【１】 

電子メール【１１】 持参 

実施機関（担当課等）コメント 

このたびは、貴重な御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。いた

だきました御意見については、下記のとおり考え方をお示し致します。今後も市民の

皆様と情報を共有し、対話と協働を大切にしながら事業を進めてまいります。 

提出された意見等の概要 

 （類似する意見については、取りまとめて掲載しています。） 

番号 意見等 
市の考え方 

（修正がある場合は、その内容） 

1-1 計画の基本コンセプトに「災害

発生時には広域的な防災拠点とし

ても活用するなど、多様な役割 を

担うことが期待されています。」

と記載があるほか、コンセプト④

には「災害に強いまちづくりに則

した施設」として、 和田山中央文

化公園については、朝来市地域防

災計画において広域防災拠点に指

定されていることが記載されてい

ます。 

上記のコンセプトの下、自家発

電/自家消費型太陽光発電設備を

設置し、一部の電気を自給自足し、

電気代削減、災害時の電力確保(一

般向け無償供給)、環境負荷低減を

目的とした整備を提案します。一

例に挙げると、太陽光発電、EV パ

ワーステーション (Vehicle to 

Building)などを組み合わせる事

により、日常使いの「常用」と非

常時の「非常用」に分けることが

可能になり、蓄電池と組み合わせ

ることでよりさらに安定した利用

が可能になります。 

和田山中央文化公園の防災拠点機能強

化に向けて、太陽光・蓄電池・EV活用に

ついて、今後の実施設計の段階で要件等

を整理しながら、導入の可否等を検討し

てまいります。 



1-2 令和７年８月２日に開催した

「あさご環境フェスタ2025」で

2050年二酸化炭素排出実質ゼロに

取り組む「ゼロカーボンシティ宣

言」を表明されておられます。 そ

のような事から、施設における 

BCP (事業継続計画) や防災機能の

強化、全天候型施設への設備導入

は、「雨天時でも快適に運動でき

る」という利便性に加え、「停電

時でも機能が止まらない」という

安全性を付加価値として高めるた

めの重要なインフラともなりえま

す。 

今後の実施設計の段階で、省エネ・再

エネ・非常用電源等について、費用対効

果等を踏まえながら検討してまいりま

す。 

2-1 このような整備にお金を掛ける

より朝来市民1人に50,000円欲し

いと思う。この施設を作るのにい

くらするか分からないがその分、

お金がいい。普通にジムだけ作っ

て、みんな病気にならないように

生きていけるように、サポートし

て欲しい。和田山中央文化公園に

作っても車がないと遠くの人は来

ることができないし、毎日バスを

出すのも難しいと思う。近所の人

か車持ってる人しか行けないと思

う。 

財源の制約や市民支援の重要性を踏ま

え、効率的かつ効果的な再整備を行って

まいります。 
 施設機能としては「健康・交流・防災」

を主軸とし、アクセス面では路線バスや

あさGO等の公共交通を活用することで、

来園手段の確保に努めてまいります。 

2-2 朝来市でどれだけの人がスケボ

ーをするのか。 

現時点での正確な利用人数予測は困難

ですが、近隣類似施設の事例調査や市民

ニーズの把握を通じて、適正な施設規模

や運営ルールについて慎重に検討してま

いります。 

3-1 アクセス面について 

 どれほど施設の内容が充実して

いても、来場しやすさは利用者数

を左右する重要な要素であると考

えます。 

本計画では「一本柳交差点」か

らのアクセスの良さが示されてい

ますが、イベント開催時など多く

の来場者が見込まれる場合には、

公共交通機関を利用する方への配

慮も重要ではないでしょうか。 

 例えば、イベント開催時にはＪ

Ｒ和田山駅からのシャトルバスの

運行や、周辺商業施設との連携に

よる臨時駐車場の確保などを検

アクセス対策につきましては、公共交

通と自家用車の両面から総合的に検討し

ていくことが重要であると考えておりま

す。 
大規模イベント開催時には、近隣商業

施設等にご協力をいただきながら、臨時

駐車場の確保を行うとともに、和田山駅

からのシャトルバス運行等による公共交

通アクセスの強化も検討してまいりま

す。 



討・周知することで、より幅広い

層の利用につながる可能性がある

と考えます。 

3-2 シャワー設備等について 

 運動後の利便性向上の観点か

ら、簡易的なシャワー設備の設置

についても検討の余地があるので

はないかと考えます。 

 大規模な設備や浴槽の設置まで

は不要としても、汗を流してから

帰宅できる環境が整えば、利用者

の満足度向上につながる可能性が

あります。 

 仮に施設内での設置が難しい場

合には、近隣の温泉施設や入浴施

設を案内するなど、利用者への配

慮を示す方法も考えられるのでは

ないでしょうか。 

シャワー設備の設置は、利用者の快適

性向上のメリットがある一方で、維持管

理や防犯面での課題、利用需要の観点か

ら、現時点では見送る方針ですが、近隣

の入浴施設との連携・案内を強化するな

ど、代替サービスの提供を検討してまい

ります。 

3-3 夜間利用時の安全・安心について 

 

 夜間の利用を想定した場合、施

設の安全性や安心感の確保も重要

な要素であると考えます。 

 多くの利用者がマナーを守って

使用することが前提ではあります

が、万が一に備えた防犯対策が講

じられていることは、利用者の心

理的な安心にもつながります。 

 防犯カメラの設置や適切な照明

計画、必要に応じて警察や警備会

社との連携を検討、またそれらを

公表するなど、犯罪抑止の観点か

らの対策もあわせてご検討いただ

ければ幸いです。  

夜間利用における安心・安全の確保と、

周辺環境への配慮を徹底しながら取り組

んでまいります 
 具体的な防犯対策につきましては、今

後の実施設計の段階において、ハード・

ソフト両面から検討し、犯罪やトラブル

の未然防止に努めてまいります。 

3-4 競技施設の規格について 

 本施設を将来的な競技力向上や

大会開催にも活用するのであれ

ば、競技場のサイズや寸法につい

て、可能な範囲で公式規格を意識

した設計が望ましいと考えます。 

 公式規格に近い環境での利用

は、アスリート育成の観点からも

意義があるのではないでしょう

か。 

 

 

屋根付運動施設は、多目的な利用を促

進するため、特定競技の公式規格には対

応しない方針です。 
 今後の実施設計の段階において、利用

可能な種目や大会規模等の整理を行い、

市民ニーズを踏まえた適切な利用範囲を

検討してまいります。 



3-5 バリアフリーおよび安全・衛生面

への配慮 

 衛生面や安全対策はもちろんの

こと、年齢や障がいの有無を問わ

ず利用できるよう、バリアフリー

への配慮も引き続き重要であると

考えます。 

 多様な市民が安心して利用でき

る施設となるよう、総合的な視点

での検討をお願いできればと思い

ます。 

本計画（案）では、ユニバーサルデザ

インの考え方に基づき、誰もが利用しや

すい環境の実現を目指しております。 
 特にバリアフリー、安全性、衛生面の

確保を重視し、今後の実施設計の段階に

おいて、利用者の皆様の視点に立って、

法令等を踏まえた具体的な検討を行って

まいります。 

3-6 他市町にある同様の施設に対す

る反響、長所・短所の調査も必要

かと思います。 

他市町の先行事例の成功要因や課題を

幅広く収集・整理し、検討材料として活

用してまいります。 

4-1 ・整備予定地の決定経緯と、利用

者意見の扱いについて（情報公開

のお願い） 

1 ページ目「（1）計画の背景」

に、令和２年度・令和４年度に懇

話会を設置し議論を深めたこと、

令和６年度に整備予定地を和田山

中央文化公園に決定したことが記

載されています。この点について、

以下を明確に示していただきたい

です。 

 

①令和２年度および令和４年度の

懇話会において、整備場所（候補

地）に関する議論や比較検討は行

われたのか。行われた場合、候補

地の考え方・評価観点（例：アク

セス、費用、周辺環境、既存利用

への影響等）と、その結論を教え

てください。 

 

②整備予定地を和田山中央文化公

園に決定した経緯について、検討

プロセスが分かる資料（会議資

料・議事録・要点整理等）を公開

する予定はあるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①懇話会では、必要性や整備場所につい

ての様々な意見交換を行いましたが、意

思決定を行う機関ではないことから結論

はございません。 
 会議録は公開対象としておりますの

で、閲覧をご希望の方は生涯学習課まで

お問い合わせください。 
 
 
②整備地の決定については、市の政策判

断として行っております。 
 検討過程の詳細については、市の意思

形成過程の情報となりますので非公開と

なりますが、市議会への提出資料等は情

報公開請求により閲覧することが可能で

す。 
 
 
 
 
 



 ③懇話会の構成員は学識経験者や

関係団体等が中心と推察します

が、意思決定に際して、和田山中

央文化公園の既存利用者の意見を

把握する機会（説明会、アンケ 

ート、ヒアリング等）があったの

か。あった場合は方法と対象範囲、

なかった場合は今後実施する予定

があるか教えてください。 

（現状の記載だと、懇話会設置の

記述の後に、突然「整備予定地を

公園に決定」とだけ読めてしまい、

利用者としては「最初から公園あ

りきだったのでは」という疑念が

生じやすいと感じています。透明

性のある説明をお願いしたいで

す。） 

③懇話会には、広く市民の皆様からのご

意見を反映させるため、公募による委員

の方にも参画していただき、公開の場で

意見交換を深めてまいりました。 
 また、今回のパブリックコメントにつ

きましても、広く市民の皆様からのご意

見を募集しております。 

4-2 ・工事期間中の利用制限の見通し

と、代替措置（利用機会確保）に

ついて 

14 ページ目「（5）今後のスケ

ジュール（案）」では、令和９年

～令和12年の４年間をかけて整備

が行われるとされています。和田

山中央文化公園は、市内でも利用

者が多い公園だと感じており、工

事期間中に利用きる範囲が大きく

制限される場合、子どもから大人

まで多くの市民生活に影響が出る

と想定されます。 

ついては、現時点での見込みで

も構いませんので、以下を示して

ください。 

 

①工事期間中、どの範囲がいつ頃、

どの程度利用できなくなる見込み

か（年度ごとの仮囲い範囲や、利

用可能エリアの見込みを図示した

もの等）。 

 

②駐車場・園路・安全対策（立入

制限、動線の確保、危険箇所の管

理等）を含め、「公園としての利

用をどう維持するか」の方針。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①現時点では詳細な工事工程が確定して

おりませんが、今後の実施設計の段階に

おいて、施工計画を検討してまいります。 
 
 

 

②工事期間中につきましても、安全対策

を徹底した上で、可能な限り公園機能の

維持に努める方針です。 
 具体的な運用方法や制限範囲につきま

しては、今後の実施設計の段階において

詳細を決定してまいります。 



③利用制限が大きい場合に、代替

となる場所の確保・開放（他公園

の優先整備や利用促進、臨時の遊

び場確保、学校施設の期間限定開

放の検討等）を行う予定や検討方

針があるか。 

 

上記について、計画決定前の段

階で、既存利用者向けの説明の場

（説明会等）を設ける予定の有無

を併せてご回答ください。 

③工事区分は、第１期に屋根付運動施設、

第２期に公園再整備を行う予定です。 
代替措置の実施につきましては、工事に

よる詳細な影響範囲が確定した段階で検

討いたします。 
 なお、説明会等は特定の利用者に限定

せず、市民の皆様全体へ向けた分かりや

すい情報発信の手法を検討してまいりま

す。 

4-3 ・既存利用者への説明と、工事期

間の利用機会確保を計画に明記し

てください。 

本計画案は、施設整備の目的や

機能に関する記載が中心である一

方、既存の公園利用者への影響評

価（何が失われ、どう代替するの

か）と、その説明・周知の計画が

読み取りにくいと感じました。更

地に新設するのと異なり、既に日

常利用されている場所を整備予定

地とする場合は、利用者への影響

を前提にした合意形成（説明責任）

と、工事期間中の利用機会確保が

極めて重要だと思います。 

したがって、計画の進め方とし

て、少なくとも以下を実施・明記

することを要望します。 

 

①既存利用者に向けた説明・周知

の機会の確保（説明会、現地掲示、

分かりやすい資料公開、Ｑ＆Ａ 公

表等） 

 

②工事期間中の利用維持計画の提

示（段階施工・利用可能エリアの

明示・代替措置の方針） 

 

③整備予定地選定の透明性確保

（候補地比較の観点、検討プロセ

スの公開） 

市民にとって大切な公園である

からこそ、施設整備の是非以前に、

影響を受ける利用者が状況を理解

し意見を述べられる環境を整えて

いただきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②今後の実施設計の段階において、検

討状況や工事期間中の利用制限などの情

報を、市の広報誌やホームページ等を通

じて、市民の皆様へ分かりやすい情報発

信に努めてまいります。 
 
 

 

 

③議事録の公開や情報公開請求等、公開

可能な形で検討経過の情報提供を行って

まいります。 



５ 計画案では、現在遊具が設置さ

れているエリアに屋根付運動施設

が整備されるため、令和９年度の

第１期工事着工以降、既存遊具が

使用できなくなると認識しており

ます。 

当該公園は地域で数少ない大き

な公園であり、特に未就学児を育

てる家庭にとって日常的に利用さ

れている場所です。現在２歳前後

の子どもにとっては、今後小学校

入学前までの重要な成長期にあた

る時期に、公園で遊ぶ機会が大き

く制限されることになります。近

隣に代替となる公園が少ない中

で、遊具が利用できない期間が長

期にわたることは、子育て世帯の

生活に大きな影響があると感じま

す。 

第１期工事期間中においても、

仮設遊具の設置や、別エリアでの

暫定的な遊び場の確保など、子ど

もが安全に遊べる環境を維持する

ための対応についてご検討いただ

けないでしょうか。 

工事に伴う遊具の利用制限につきまし

ては、影響を最小限に抑える必要があり

ます。現時点では詳細な工事工程が確定

しておりませんが、今後の実施設計の段

階において、利用者の安全と利便性に配

慮した施工計画を検討してまいります。 

６ 朝来市にスケートパークを造る

なら、近隣のスケートパークに無

いアイテムを設置して欲しい。 

例えばスケートランプやボウルな

どを設置して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備にあたりましては、近隣事例

やニーズを基に、技術レベル差への対応、

安全性、騒音対策、費用、利用ルール等

を総合的に検討する必要がございます。 
 今後の実施設計の段階において、安全

で快適な施設構成となるよう、具体的に

検討を進めてまいります。 



７ 現状の公園への要望は「もっと

子供たちが集まり遊びたくなるよ

うな公園にして欲しい」が私と私

の周りでも良く聞かれる意見で

す。中央公園は、子供が「面白く

ない」と言う公園で、皆がずっと

不満に思っています。パオを砂場

と言っていますが、ゲルを撤去し

ただけの硬い砂地です。日差しを

避ける場所がなく、砂しかないか

ら砂場になっているだけだと思い

ます。砂場も鉄棒も年代別の高度

なアスレチックもありません。有

料の運動場と縮小された公園で、

それが叶うとは思いません。 

朝来市は子供たちの居場所が少

ないように感じています。幼児も

小学生も中学生も高校生も、家と

学校以外で自分たちの時間が持て

るような美しい公園をどこかにひ

とつ作ってほしいです。 

有料運動場を作って市民の運動

の場を設けることはとっても良い

事だと思います。スケートパーク

や大人の健康器具の充実はとても

楽しみです。 

でもそのために公園が小さくな

り、有料で平日ガランとした運動

場が横にあったらまた不満につな

がるのでは？遊具の強化とありま

すが、本当に強化でしょうか？ 

有料運動場は別の場所に作り、そ

こにも小さな遊具があればいいな

と思います。改革案は良い事が沢

山書かれていますが、デメリット

は明記されていません。 

市民の有志でアンケートがあり

ましたが、それをきちんと読んで

進めて欲しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの遊び環境に対するご指摘

を真摯に受け止め、公園の再整備及び屋

根付運動施設の設置を通じて、誰もが利

用しやすい環境の実現を目指してまいり

ます。 
 なお、別地での整備案につきましては、

貴重なご意見として承ります。 



8-1 人工芝が含むマイクロプラスチ

ックや PFAS と言った有害物質に

よる健康被害、環境汚染が報告さ

れています。夏場の高温による火

傷、熱中症のリスク、生態系への

影響、そして困難な廃棄リサイク

ル問題。これらは劣化によるプラ

スチック粒子の流出や土壌環境の

変化による。特にこどもへの影響

が懸念されています。EU では域内

での販売が禁止されているそうで

す。日本でも消費者連名や NGO ネ

ットワークや多くの団体が人工芝

の生産や流通の禁止を求めていま

す。 

現在朝来市に人工芝施設が無い

というのは幸いです。市民の憩い

の場に公害の元凶になるものは使

わないでください。人手を使って

（雇用を生む）でも天然の芝の手

入れをする、雑草を芝としてする

等考えられると思います。 

計画案に人工芝とあるのを見て気

になりスマホで検索して調べまし

た。 

この計画案からは実際にどうい

うものが使われるかまでは解らな

いので、私の早とちりだったらご

容赦ください。 

健康や環境に有害な素材が使わ

れることがないことをお願いいた

します。 

材料の選定にあたりましては、安全性、

環境負荷、維持管理、廃棄時の対応など、

ライフサイクル全体を通じた配慮が必要

となります。 
 そのため、詳細な条件が定まる実施設

計の段階において、総合的に検討し決定

してまいります。 

8-2 個人的な意見ですが、和田山中

央公園への屋根付き運動施設建設

に反対です。この計画を知ったの

が 1 週間前です、驚きました。和

田山中央公園が大きく変わってし

まうことになれば残念です。 

本事業は、利便性と魅力を向上させ、

健康・交流の場を創出することを目的と

しております。事業を進めるにあたりま

しては、周辺への影響抑制に最大限配慮

するとともに、市民の皆様へ分かりやす

く透明性の高い情報提供に努めてまいり

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9-1 1）計画策定過程の可視化と情報公

開に関する要望 

現段階で、屋根付き運動施設の

建設候補地決定および計画案作成

に至るまでの経緯及び内容（候補

地の選出過程、評価基準、選定理

由、公園再整備の内容検討過程等）

が、市民に十分に示されておりま

せん。 

また、懇話会等での議論内容に

ついても、議事録が未公開である

ため、市民がその内容を確認でき

ない状況にあります。 

加えて、昨年４月の広報朝来で

本事業の趣旨を簡潔に示す一文が

掲載された以降、昨年１２月に本

計画案が示されるまでの間、市民

が得られる情報と計画の進行状況

との間に大きな乖離が生じていま

した。 

その結果、施設の内容や規模、

公園再整備による日常利用への影

響を市民が十分に把握できないま

ま計画が進められてきたことに対

する不満の声が独自アンケートで

も多数寄せられ、「いつのまにか

決まっていた」という印象を受け

る市民が少なくないと考えます。 

①そこで、屋根付き運動施設整備

計画が、いつ、どの段階で、どの

ような検討・協議を経て現在の計

画案に至ったのかについて、検討

主体（庁内、懇話会等）、検討内

容、意思決定の時期を含め、時系

列で整理し分かりやすくお示しい

ただけないでしょうか。 

 

 

 

②また、計画の検討プロセスをよ

り深く理解し、その妥当性を確認

できるよう、外部有識者や関係者

による懇話会等の議事録の公開を

お願いします。 

市民の理解と合意形成を深める

ためにも、上記２点の情報公開を

ぜひお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①候補地の選定にあたりましては、懇話

会でのご意見を参考にさせていただき、

市で候補地を決定いたしました。 
その後、市議会における審議を経て承認

をいただくなど、一つひとつの手続きを

丁寧に進めてまいりました。 
また、これら一連の経過につきましては、

その都度、市広報誌や市議会だより等を

通じて、市民の皆様へ広くお知らせする

よう努めてきたところです。 
 
②懇話会等での議論は、透明性を確保す

るため公開で行っております。 
会議録の閲覧も可能ですので、ご希望の

方は生涯学習課までお問い合わせくださ

い。 



9-2 2）本パブリックコメントの実効性

への懸念と対面での意見聴取の機

会確保に関する要望 

 

今回のパブリックコメントは、

建設地や計画の基本的な方向性が

実質的に定まった後に実施されて

いるように見受けられます。この

タイミングでの意見募集では、市

民の意見が計画内容に反映される

余地が限定的となるのではない

か、本パブリックコメントが計画

案を追認する形式的な手続きにと

どまってしまうのではないかとい

う点に懸念があります。 

また、パブリックコメント自体

が市民に広く浸透し活発に利用さ

れているとは言い難く（市HP 掲載

の『パブリックコメント実績一覧

（令和５年度～令和７年度）』参

照）、公園利用者である子どもを

はじめとした幅広い世代の市民に

とって十分に利用しやすい仕組み

であるとも言えません。より多様

な市民の意見を丁寧にくみ取るた

めには、市民の意見聴取を本手続

きのみに委ねることだけでは残念

ながら不十分であると考えざるを

得ません。対話での双方向のやり

取りで初めて深まる議論もあると

考えます。 

 

①つきましては、本パブリックコ

メントにおいて、今回の再整備計

画内容の見直しや修正が可能な項

目およびその範囲を教えてくださ

い。 

 

②また、昨年10月と12 月に生涯学

習課にお願いしたパブリックミー

ティング等は残念ながら実施に至

りませんでしたが、パブリックミ

ーティングと同等の位置づけとし

て、対面で市民の意見を聞く場を

改めて（基本計画策定期間中の令

和７年度内）設けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①今回のパブリックコメントでいただい

たご意見については、今後の実施設計の

段階で検討してまいります。 
 
 

 

②公園内にございます和田山生涯学習セ

ンターには生涯学習課があり、月曜日を

除いて職員が在席しております。 
ご不明な点やご意見等がございました

ら、どうぞお気軽に窓口へお越しいただ

き、対面でお話しいただければ幸いです。 



今回の計画案に対し、より市民の

納得感を高め、将来にわたって市

民に愛される公園整備となるよ

う、上記２点のご対応をお願いい

たします。 

9-3 3）公園の現利用者意見の把握と計

画への反映について 

 

今回の屋根付き運動施設建設計画

は未利用地への新規建設ではな

く、市民に日常的に親しまれてき

た和田山中央文化公園という大切

な公共空間のあり方を大きく変え

る計画であるため、実際の利用者

の声を検討過程に十分に反映させ

ることは欠かせないプロセスであ

ると考えます。 

しかし、これまでの経緯を見ると、

市内に屋根付き運動施設を整備す

るという方針のもと、本候補地の

選定から公園内への整備決定に至

るまでの過程において、公園を日

常的に利用する方々の声がどの程

度把握され、整備地の選定や計画

にどの程度反映されてきたのかに

ついて、不透明な印象を受けてい

ます。 

 

つきましては、公園利用者の意

見の把握と計画への反映状況につ

いて、具体的な記録や資料があり

ましたらお示しいただけますでし

ょうか。十分な意見聴取の機会が

設けられてこなかった場合には、

その理由についてもご説明をお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇話会や今回のパブリックコメントを

通じて、市民の皆様からのご意見の把握

に努めているところです。 
 一方で、情報発信が不透明であるとの

ご指摘もいただいておりますので、より

伝わりやすく分かりやすい情報提供の方

法について検討してまいります。 



9-4 4）実施設計段階での市民参加につ

いての要望 

 

令和８年度に予定されている実

施設計実施段階においては、市が

主催する対面の意見聴取の場を設

け、市民や子どもたちの声を計画

に反映させていただきたいです。

現時点でのその予定や方法をぜひ

お聞かせください。 

現段階におきましては、実施設計の発

注時期や進捗、検討事項の整理状況等を

精査する必要がございます。 
そのため、意見聴取の実施の有無を含

めた今後の対応につきましては、現時点

では未定でございます。 

9-5 5）芝生広場の縮小への懸念 

 

和田山中央文化公園の芝生広場

は、ボール遊びや走り回る遊びな

ど、遊具では代替できない自由で

多様な利用を可能にする空間であ

り、日常的に公園を利用する市民、

特に子ども・子育て世代にとって

大切な場所です。独自アンケート

の自由記述においても、芝生広場

が和田山中央文化公園の最大の魅

力であり、「芝生はそのまま残し

てほしい」といった声が多く寄せ

られ、縮小に対する強い懸念が示

されています。 

また、この規模の芝生広場は市

内でも貴重であり、未就学児から

小中高生、大人までが自然に棲み

分けて利用できている点が評価さ

れています。芝生広場の縮小は、

こうした利用の在り方に大きな影

響を及ぼすものであるため、慎重

な検討が必要と考えます。市とし

ての見解をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、他の施設整備との整合を図りな

がら、実施設計の段階において、広場の

規模・配置、動線、安全性、イベント利

用等を総合的に整理し、空間の確保と利

用環境の質の向上に取り組んでまいりま

す。 



9-6 6）屋根付き運動施設の新設と有料

化への懸念 

 

雨風を防ぐ屋根付き運動施設に

ついては一定の期待がある一方

で、有料化に対する強い懸念、お

よび施設の広さが中途半端ではな

いか、公園全体が窮屈になるので

はという意見が寄せられていま

す。中にはこの施設を、「誰でも

いつでも自由に使える屋根のある

遊び場」としてイメージしていた

市民も少なくなく、公園内に予約

や料金が必要なエリアが設けられ

ることには不安を感じておられる

市民が多く見受けられます。 

こうした声を踏まえ、施設整備

の意義や具体的な運用のあり方に

ついては、さらなる検討と丁寧な

説明が、市民の理解と合意を得る

うえで欠かせないと考えますが、

市としての見解をお聞かせくださ

い。 

今後の実施設計の段階において、運用

に関する考え方の具体化を進め、市民の

皆様に分かりやすい方法でお示しできる

よう、検討を進めてまいります。 

9-7 7）遊具・砂場・トイレ等に関する

市民の要望について 

 

年齢に応じた遊具や砂場の充

実、トイレをはじめとする既存施

設の老朽化や使いにくさの改善な

ど、現状の遊具・設備の改修を優

先してほしいという声が多く寄せ

られています。 

和田山中央文化公園を市民の求

める姿に沿った公園とするための

再整備であるのであれば、まずは

日常的に利用している市民の視点

や利用実態を起点とした計画を進

めることが重要ではないでしょう

か。市としての見解をお聞かせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

再整備にあたっては、日常利用におけ

る不便さや不足している点を改善し、安

心して快適にご利用いただける環境を整

えることが重要であると考えておりま

す。 
 そのため、遊具、砂場、休憩環境、ト

イレ等を優先的な検討課題として位置付

け、いただいたご意見も参考にしながら、

検討を進めてまいります。 



9-8 8）再整備工事期間中の遊び場所の

確保・代替措置について 

 

本再整備計画では、約４年間に

わたる工期が設定されています

が、その期間中、和田山中央文化

公園を日常的に利用している子ど

もたちの遊び場がどのように確保

されるのか、具体的な説明が十分

に示されていないと感じていま

す。和田山中央文化公園は、市内

で最も多くの人が利用する公園で

あるため、長期間にわたり遊びの

機会や居場所が制限されること

は、子どもたちの成長や生活環境

に影響を及ぼすおそれがありま

す。子どもたちの「今の時間」は、

将来に先送りすることはできませ

ん。再整備による将来の価値だけ

でなく、工事期間中における代替

的な遊び場所の確保や利用可能エ

リアの段階的な確保など、子ども

たちの遊びと居場所をどのように

守るのかについて、具体的な検討

と説明をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の実施設計の段階において、工事

計画をより具体的に整理するとともに、

工事期間中の施設の利用方法についても

検討を進め、市民の皆様に分かりやすい

形でお示しできるよう検討してまいりま

す。 



9-9 9）独自アンケートの実施結果およ

び市民意見の受け止めについて 

 

独自アンケートには、合計237

名から多様かつ具体的な回答が寄

せられました。自由記述欄には、

実際に和田山中央文化公園を日常

的に利用している保護者や子供た

ちから、利用実態に即した率直で

具体的な意見が多数寄せられまし

た。これらは、実際に和田山中央

文化公園に愛着を持っている市民

ならではの意見であり、今後の計

画をより豊かなものにするための

大変貴重な情報であると考えてお

ります。 

 

つきましては、寄せられた多く

の声やアンケート結果を市として

どのように受け止め、今後の検討

においてどのように活かしていか

れるのか、ぜひ前向きなお考えを

お聞かせください。市民の想いに

寄り添った、多くの共感を得られ

る計画へと繋がることを心より願

っております。 

いただいたアンケート結果やご意見

は、パブリックコメントで寄せられたご

意見等とあわせて整理し、今後の検討に

活用してまいります。 

10 屋根付運動施設の整備案、大変

素晴らしいと思います。運動公園

側からジュピター側へ道路を横切

る際の更なる安全な対策をお願い

したい。出来ることなら歩道橋、

信号付横断歩道等、回廊があれば

文化とスポーツがつながると思

う。 

 又、中学生の部活動もいずれ市

内で一本化して行ない、それを保

護者以外の大人が応援出来るよ

う、キッチンカ―の入って良い地

区を設置していろんな世代の人々

の交流できるような場所になれば

朝来市はもっと愛されると思いま

す。楽しみです。 

 

 

 

 

 

本施設は多世代での利用を想定してお

り、特に道路横断部を含む歩行動線の安

全確保については重要な課題であると認

識しております。 

今後、関係機関と連携しながら、必要

な安全対策を検討してまいります。 

また、園内の回遊性や分かりやすさの

向上に加え、安全性の向上、大会開催時

の観戦環境、部活動の地域展開といった

観点も踏まえ、施設配置や運用のあり方

について検討を進めてまいります。 

あわせて、キッチンカー等による利用

につきましても、利用者の利便性やにぎ

わい創出、周辺環境への配慮等を考慮し

ながら、運用方法を検討してまいります。 

 



11-1 和田山中央文化公園（以下、中

央公園）は、市内で最も規模が大

きく、多くの市民が集う貴重な公

園であり、その最大の魅力は、広

大で見通しの良い芝生広場にある

と考えます。あの開放的な空間が

あるからこそ、子どもたちが自由

に走り回り、家族がシートを広げ

てくつろぐなど、思い思いの過ご

し方が可能となっています。 

そのような「自由に過ごせる空

間」を縮小してまで運動施設を整

備する必要性については、現時点

では十分に理解できておりませ

ん。施設が建設されることで視界

の遮られる箇所が増え、小さな子

どもを連れた保護者にとっては、

休憩しながら子どもを見守ること

が難しくなり、結果として公園が

「過ごしにくい場所」になってし

まうのではないかと懸念しており

ます。 

基本計画図を拝見すると、見守

りシェルターが運動施設の背後に

多く配置されており、そこから芝

生広場や遊具で遊ぶ子どもたちを

どのように見守る想定なのか、疑

問を感じました。 

また、同様に計画されているト

イレの位置についても、芝生広場

や遊具から死角となる場所にあ

り、防犯上の不安（誘拐、性犯罪

等）を覚えます。子どもたちの安

全確保および保護者が安心して見

守れる環境づくりの観点から、見

守りシェルターおよびトイレの配

置について、改めて計画の見直し

をご検討いただけないでしょう

か。 

施設の位置や高さ等については、今後

の実施設計の段階で具体化するため、い

ただいたご意見を踏まえながら、見守り

シェルターやトイレ等の配置について検

討してまいります。 

11-2 屋根付き運動施設は、誰でも利

用できる開放的な施設として整備

されると伺っておりますが、スポ

ーツ団体等による利用予約が多い

場合においても、一般の子どもや

利用者が自由に遊べるスペースは

確保される計画となっているので

しょうか。利用形態や開放範囲に

いただいたご意見を踏まえ、今後の実

施設計の段階で利用ルールや料金等につ

いて配慮しながら検討してまいります。 



ついてご説明いただければ幸いで

す。 

11-3 施設内に休憩スペースが整備さ

れると伺っておりますが、当該ス

ペースからは公園全体をどの程度

見渡すことができる設計となって

いるのでしょうか。景観や見通し

の確保についての考え方をお示し

いただけますと幸いです。 

いただいたご意見を踏まえ、今後の実

施設計の段階で景観と見通しの確保に配

慮しながら検討してまいります。 

11-4 本計画は、公園エリアから図書

館エリアまでを一体的に結ぶ再整

備であると理解しておりますが、

その際、道路を横断する動線につ

いては、歩道橋等の安全対策が検

討されているのでしょうか。 

特に、メタセコイアの並木道へ

と自然につながる位置に横断歩道

や歩道橋が整備されれば、安全性

の向上とともに、回遊性や景観の

面でも大変望ましいと考えますが

いかがでしょうか。 

公園と図書館等を含むエリアの魅力向

上には、安全な歩行動線の確保、とりわ

け道路横断部の安全対策が重要であると

認識しております。 
今後、施設配置や人の流れを踏まえ、

関係機関と連携しながら必要な対策を検

討してまいります。 

11-5 図書館エリアにも遊具が整備さ

れれば、子どもの遊び場が増える

とともに、子育て学習センター・

図書館・遊具が一体となった、子

育て世代にとって非常に過ごしや

すい環境になると考えます。その

ような計画の有無について、お示

しいただけますでしょうか。 

図書館や子育て学習センター付近に短

時間利用の遊び場を設けることは、利便

性や回遊性の向上に有効であると認識し

ておりますが、静穏性との両立や安全面、

動線等の整理が必要となります。 
現時点で具体的な整備予定はありませ

んが、いただいたご意見を踏まえながら、

今後の実施設計の段階で検討してまいり

ます。 

11-6 基本計画を拝見した限りでは、

砂場の設置が確認できませんでし

た。砂場は、年齢の低い子どもか

ら幅広く利用でき、創造力や感覚

遊びを育む場としても重要な遊具

の一つであると考えています。 

また、比較的安全に遊ぶことが

できる遊び場であり、保護者が見

守りやすい点でも、子どもたちの

遊び環境において大きな役割を果

たします。 

こうした点を踏まえ、砂場の設

置についてもぜひご検討いただき

たいと考えますが、いかがでしょ

うか。 

いただいたご意見を踏まえながら、砂

場の設置については、年齢別の遊び環境

の充実の観点から、今後の実施設計の段

階で検討してまいります。 



11-7 基本計画を拝見しますと、「子

ども広場」の主な導入施設として、

既存遊具、複合遊具、休憩施設が

挙げられておりますが、ここでい

う「既存遊具」とは、現在設置さ

れている遊具を移設する想定なの

でしょうか。 

また、複合遊具の設置数や内容

については、現時点でどの程度具

体化されているのか、あわせて、

利用者の意見を反映するために、

朝来町のくじらパークのように公

園利用者による投票等の仕組みを

取り入れる可能性があるのかにつ

いてもお示しいただけますでしょ

うか。 

既存遊具につきましては、活用の可能

性を示したものであり、現時点で全ての

移設を確定したものではありません。 

今後、遊具の老朽化状況や安全性等を

確認した上で取扱いを整理するととも

に、複合遊具の内容や仕様等の詳細につ

いても、今後の実施設計の段階で具体化

してまいります。 

また、候補案をお示しした上で、アン

ケート等により利用者の皆さまのご意見

を把握し、可能な範囲で計画に反映する

仕組みについても検討してまいります。 

 

11-8 前述のとおり、中央公園は利用

者数が最も多く、和田山・山東エ

リアにおいては、実質的に唯一の

総合的な公園と言える存在です。 

一方で、ヒメハナ公園については、

遊具が限られていることや見通し

の面、安全面、また日照条件の影

響により、利用できる季節や時間

帯が限定されているのが現状で

す。 

そのような中で、中央公園が長

期間にわたり工事区域となること

は、特に親子連れにとって大きな

影響があると考えます。親子が公

園で共に過ごせる時期は非常に限

られており、その時間はかけがえ

のないものです。工事期間が数年

に及ぶ計画とされていますが、そ

の間、子どもたちが安全に遊ぶこ

とのできるスペースは、どの程度

確保されるのでしょうか。現在、

自宅保育をされている家庭や、外

遊びが盛んな小学生にとって、身

近に安心して遊べる場所が著しく

減少するのではないかという点を

懸念しております。 

 

 

 

 

 

工事期間中の利用可能面積につきまし

ては現時点では未確定ですが、可能な限

り遊び場の確保に努めるとともに、安全

にご利用いただける範囲を分かりやすく

明確化し、工事内容やスケジュール等の

情報を適切に周知してまいります。 



11-9 以上を踏まえますと、屋根付き

運動施設については、現在の公園

とは別の場所に整備し、あわせて

遊具等も設置することで、新たな

遊びや運動の拠点として、多くの

市民に親しまれる施設となる可能

性もあるのではないかと考えま

す。 

一方で、開放的で全体が見渡せ

ることを魅力としてきた既存の公

園において、遊び場を縮小し、空

間を分断する形で運動施設を整備

する必要性については、十分な説

明が必要ではないでしょうか。 

また、竹田エリアや朝来エリア

など、より広い敷地を確保できる

候補地も考えられたのではないか

と思われますが、これらのエリア

が検討対象とならなかった理由に

ついてもお示しいただきたいで

す。 

屋根付運動施設と公園を一体的に再編

し、園内の回遊性の向上や日常的な利用

の促進、天候に左右されにくい活動環境

の確保を目指しております。 

また、公園としての開放性や見通しへ

の影響にも十分配慮し、施設の規模や配

置等について、今後の実施設計の段階で

具体的に検討してまいります。 

候補地につきましては、市内全域を対

象に比較検討を行い、用地条件や周辺環

境、アクセス性等を総合的に判断した結

果、現計画地に決定したものです。 

11-10 今回示されている再整備基本計

画を拝見すると、子どもたちの遊

び場が縮小されるように見受けら

れるほか、建物配置による日照条

件の悪化や死角の増加など、安全

面・環境面での懸念を抱いており

ます。 

そのため、子どもたちの遊び環

境が十分に配慮されている計画で

あるのか、疑問を感じています。 

令和２年度に設置された「朝来市

全天候型運動施設在り方懇話会」

および、令和４年度に設置された  

「朝来市全天候型運動施設整備検

討懇話会」についてお伺いします。 

これらの懇話会の構成員には、子

育て世代の方や、日常的に子ども

の遊び環境に関わる立場の方は含

まれていたのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

公園の再整備にあたっては、子どもた

ちの遊び環境について、安全性や見通し、

日照、見守りやすさ等に十分配慮し、今

後の実施設計の段階で具体的な検討を行

ってまいります。 
 また、懇話会には子育て世代の公募委

員にもご参加いただき、専門家等ととも

に多角的な視点から協議を重ねてまいり

ました。 
今後も、いただいたご意見を踏まえな

がら、よりよい整備となるよう検討を進

めてまいります。 



12-1 屋根付き運動場が中央公園に整

備されると聞いた当初は、現在の

パオ屋根よりも広い、子どもたち

が天候に左右されず自由に遊べる

場所ができるのだと、前向きに受

け止めていました。 

しかし計画されているのが予約

制・有料のスポーツ施設であるこ

とを知り、当初のイメージとの違

いに戸惑いを感じていました。「空

いているときは自由に利用でき

る」と聞いていますが、空いてい

なければ使えないのであれば、い

つでも誰でも自由に利用できる空

間とは言えず、実質的には利用に

制限のある場所になってしまうこ

とに対して不安を感じています。 

和田山で、この規模で子どもたち

がのびのびと遊べる公園は中央公

園しかありません。その貴重な「子

どもの自由な遊び場」を減らして

まで特定の利用目的をもつ人を対

象にした施設を整備する必要があ

るのか疑問です。正直な気持ちと

して、別の場所での整備も検討し

ていただきたいです。 

安全性の確保や適切な維持管理、利用

調整の観点から、必要に応じて予約制度

や使用料の設定を行いつつ、公園として

気軽に立ち寄れる開放性も確保してまい

ります。 
あわせて、予約利用と一般利用の両立

が図れる運用方法について、関係者のご

意見も踏まえながら検討してまいりま

す。 

12-2 この計画の起点として、「平成

27年度に市内４団体連名で要望書

が提出された」とありますが、ど

のような団体が、どのような要望

を出されたのかを公表していただ

きたいです。 

また、要望提出から約10 年、完

成まで含めると約15年という長い

期間の中で、市内の人口構成や子

どもを取り巻く環境、市民のスポ

ーツへの関心、公園や運動施設の

利用状況は大きく変化することが

考えられます。最初の要望の時点

からの市民の意向の変化につい

て、検証されたのでしょうか。ま

たどのように反映されたのか知り

たいです。 

 

 

 

 

長期にわたる事業では、出発点の整理

や状況の変化に応じた検証を行うことが

重要であると認識しております。 
 また、４団体の公表に関する事項につ

きましては、生涯学習課へお問い合わせ

くださいますようお願いします。 
 なお、懇話会でのご意見や、今回のパ

ブリックコメントでお寄せいただいたご

意見につきましても、今後の実施設計の

段階において、可能な範囲で検討してま

いります。 



12-3 「令和３年度には、懇話会でい

ただいた御意見を踏まえ、屋根付

運動施設の必要性について調査・

研究を行いました」とありますが、

調査・研究の結果として、どのよ

うな課題や効果が確認されたのか

について、具体的な内容を公開し

ていただきたいです。 

調査内容につきましては、情報量が多

岐にわたることから、現時点での公開は

予定しておりません。 
なお、調査結果は報告書として整理・

保管しており、必要な場合には公文書開

示請求の手続によりご確認いただけま

す。 

12-4 計画案では、屋外運動施設の冬

季利用が少ないことから、市民全

体の運動量が季節によって偏って

いるとされています。 

しかしここでの体育施設や屋外

運動施設とは、市民が日常的に自

由に利用する施設というよりも、

一部のスポーツ・文化団体等によ

る定期利用が中心だと思います。

したがって屋外運動施設の冬季利

用が大きく減少しているから「市

民全体の運動量が季節によって偏

っている」という結論に至るには

論理的な飛躍があるように思いま

す。団体利用を主とする施設の稼

働状況を、市民全体の運動量の指

標として用いていることに疑問を

感じます。 

特に冬季において、屋外活動が制約さ

れる本地域の特性を踏まえながら、天候

の影響を受けにくい運動環境を確保する

ことによって、年間を通じた運動機会の

確保に繋げられるよう努めてまいりま

す。 

12-5 現在計画されている屋根付き運

動施設は、野球やサッカーなどの

スポーツチームが十分に活動でき

る規模ではないと聞いています。

新しく整備するのであれば、少年

野球や子どものサッカーチームの

ためにも、広い屋根付き運動施設

を別の場所で整備してあげてほし

いと考えます。計画案の通りの規

模であれば、現在利用者が減って

いるとされる市内の既存体育館等

を改修・活用することでも、目的

は十分に達成できるのではないで

しょうか。中央公園という限られ

た公共空間の一部を縮小してまで

この程度の規模の建物を建設する

必要性について、他の選択肢と比

較して検討されたのか、されたの

であればその具体的な内容を知り

たいです。 

各競技により必要規模・必要条件が大

きく異なるため、野球、サッカー等の競

技別仕様に合わせた整備は予定しており

ません。天候の影響を受けにくい多目的

利用を基本とし、軽スポーツや基礎練習、

健康増進、各種イベント等にも活用でき

る施設として検討してまいります。 



12-6 小さなこどもを連れて遊びに行

く公園に、大きな建物で死角が大

幅に増えると様々な危険性が高ま

り、子どもの遊び場に不可欠な安

全性に懸念があります。 

いただいたご意見を踏まえながら、詳

細内容につきましては、今後の実施設計

の段階において整理・検討の上、実現可

能な範囲で検討してまいります。 

12-7 ３×３コート近くのトイレが屋

根付き運動場の死角になる配置で

は、犯罪などが起こらないか心配

です。小さな子どもを連れて利用

する立場として、トイレはできる

だけ見通しが良く、人の目が届き

やすい場所に設けていただきたい

です。 

いただいたご意見を踏まえながら、詳

細内容につきましては、今後の実施設計

の段階において整理・検討の上、実現可

能な範囲で検討してまいります。 

12-8 見守りシェルター（屋根付きの

休憩所）が９号線沿いに複数設置

される予定になっていますが、多

数の親子が遊ぶ場所である芝生や

遊具まわりにこそ複数設置してい

ただきたいです。 

いただいたご意見を踏まえながら、詳

細内容につきましては、今後の実施設計

の段階において整理・検討の上、実現可

能な範囲で検討してまいります。 

12-9 遊具について、現在の遊具は小

学生が遊ぶには物足りません。未

就学児向けの遊具はもちろん、体

を大きく使って遊べる、ロープピ

ラミッドなど、小学生以上の子供

向けの遊具も整備していただきた

いです。その際、大人が勝手に選

ぶのではなく、どんな遊具が欲し

いか、こどもたちの意見から選ん

でほしいです。 

今後の実施設計の段階において、利用

者の年齢層、安全性、維持管理等を総合

的に考慮し具体的な内容を検討の上、年

齢別の構成バランスに配慮しながら検討

してまいります。 

12-10 小学三年生の息子の意見です。 

「芝生はそのままがいい。中央公

園はあの広い芝生がいいところ。

狭くなったら今みたいにみんなで

自由に遊べなくなる。ふわふわド

ームや屋根付き運動場はいらな

い。工事で４年間も我慢して、で

きあがった公園が、自由に遊べる

場所が狭くなっているなんていや

だ」こういった率直な意見を、子

どもひとりひとりから丁寧に聞い

工事に伴う影響を最小限にとどめるよ

う努めるとともに、公園利用可能場所の

確保や周知を適切に行ってまいります。 
また、今後の実施設計の段階において、

いただいたご意見を踏まえながら、可能

な範囲で検討してまいります。 
 
 



ていただき、今回の公園再整備、

および今後の市内の公園整備にぜ

ひ反映してください。 

12-11 先日、朝来市が「こどもまんな

か宣言」をされた「あさごっこフ

ェスタ」で行われた「こども投票

じぶんのまちでやってみたいこ

と」というシール投票において、

就学前の子どもたちの1 位が「公

園あそび」だったと知りました。

この結果からも、こどもたちにと

って公園遊びはこども自身が求め

る、最も身近で大切な遊びだと感

じます。今回の計画においても、

大人の一方的な思いで進められる

のではなく、子どもたちの声や日

常の使われ方を丁寧にくみ取った

上で、子どもらしく自由に過ごせ

る空間が守られた公園再整備計画

となることを期待しています。 

安全性や快適性に十分配慮しつつ、子

どもたちや子育て世代の皆さまからのご

意見・利用実態を踏まえながら、今後の

実施設計の段階において可能な範囲で検

討してまいります。 

 


